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放置違反金等に係る滞納処分執行要領及び不納欠損処理要領の制定について 

                              平 成 １ ８ 年 ９ 月 ６ 日   

    例規（交指・会）第４８号   

          警 察 本 部 長   

〔沿革〕 平成２０年２月１日例規（交指）第８号 

平成２２年４月１２日例規（交指・会）第１６号 

平成２８年５月１２日例規（監）第２２号  

令和３年１１月３０日例規（警）第２９号 

令和７年７月１４日例規（交指）第４０号 

各部長・参事官・所属長    

見出しの要領を別添のとおり制定したので、誤りのないようにされたい。 

別添 

放置違反金等に係る滞納処分執行要領 

第１ 趣旨 

この要領は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５１条の４第１４項の規定による放置

違反金等に係る滞納処分の執行に関し、千葉県道路交通法施行細則（昭和３５年千葉県公安委員会

規則第１２号。以下「細則」という。）その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

第２ 用語の意義 

この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 

１ 徴収職員 細則第５条の２の５第１項の規定による指定を受け、放置違反金及び延滞金（以下

「放置違反金等」という。）の徴収に関する事務に従事する職員をいう。 

２ 滞納処分 放置違反金等を自主的に納付しない場合に、これを強制的に徴収するための手続を

いう。 

３ 滞納整理 滞納処分の執行及び滞納処分を執行する上で必要な催促、財産調査等の一連の事務

手続をいう。 

４ 滞納者 放置違反金等の納付義務者で、納付すべき放置違反金等を納付の期限までに納付しな

いものをいう。 

５ 交付要求 滞納者の財産に対し、すでに先行する強制換価手続が開始されている場合、その執

行機関に対して、換価代金の中から滞納額に相当する金額の配当を求めることをいう。 

第３ 徴収職員の指定等 

１ 交通部交通指導課長（以下「交通指導課長」という。）は、課員の中から徴収職員を指定し、

徴収職員証（細則別記第４号様式の２の６）を交付するものとする。 

２ 徴収職員は、人事異動その他の理由により、交通指導課長から徴収職員の指定を解除された場

合には、交通指導課長に徴収職員証を返納するものとする。 

３ 交通指導課長は、徴収職員証管理簿（別記様式第１号）により、徴収職員の指定又は指定解除

の状況を明らかにしておくものとする。 

第４ 滞納整理 

１ 徴収職員は、滞納者が放置違反金の未納により督促を受け、当該督促に係る督促状を発出した

日から起算して10日を経過した日までに、滞納者が放置違反金を完納しない場合に滞納整理を行

うものとする。 

２ 交通指導課長は、滞納整理兼指揮簿（別記様式第２号）による徴収職員からの指揮伺いを受け

て、滞納整理を決定するものとする。 

３ 徴収職員は、滞納整理の執行が決定された場合は、滞納整理下命処理確認簿（別記様式第３号）

に所要事項を記載し、処理状況を明らかにしておくものとする。 

第５ 書類の送達 

１ 滞納整理に関する書類（以下「書類」という。）は、郵送又は交付送達により、その送達を受

けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達するものとする。 

２ 交付送達は、徴収職員が前記１の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき

者に書類を交付して行うものとする。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所で交付
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することができる。 

３ 次に掲げる場合には、交付送達は、前記２の規定による交付に代え、それぞれ次に掲げる行為

により行うものとする。 

(１) 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他

の従業者又は同居の者で、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付するこ

と。 

(２) 書類の送達を受けるべき者、その他前記(１)に規定する者が送達すべき場所にいない場合

又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受け取りを拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差

し置くこと。 

４ 徴収職員は、交付送達により書類を送達する場合は、送達記録書（別記様式第４号）を作成す

るものとする。 

５ 交通指導課長は、送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所等が明らかでない

場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、公示送達書（別

記様式第５号）を公安委員会の掲示板に掲示して、公示送達を行うものとする。 

６ 徴収職員は、郵送による送達又は公示送達を行った場合は、滞納整理兼指揮簿に所要事項を記

載しておくものとする。 

第６ 催促 

１ 徴収職員は、滞納者に対し、督促状を発しても放置違反金が納付されない場合は、納付の催促

をするものとする。 

２ 徴収職員は、前記１の催促を催促状、最終催促状、差押予告通知書等の文書又は電話若しくは

面接により行った場合は、その状況を滞納整理兼指揮簿に記載しておくものとする。 

第７ 財産の調査 

１ 徴収職員は、滞納処分の執行のために、滞納者の納付能力の判定、滞納者の財産の有無等につ

いて所要の調査を行うものとする。 

２ 徴収職員は、財産調査を行った場合は、その状況を滞納整理兼指揮簿に記載しておくものとす

る。 

第８ 捜索 

１ 徴収職員は、滞納者又は第三者が質問及び検査に応じない場合、質問及び検査を行ったが差押

可能財産の発見に至らなかった場合は、滞納者の物、住居その他の場所につき捜索するものとす

る。 

２ 徴収職員は、捜索を行った場合は、捜索調書（別記様式第６号）又は差押調書（別記様式第７

号）を作成し、その謄本を捜索を受けた滞納者又は第三者及びこれらの者以外の立会人があると

きは、その立会人に交付するものとする。 

３ 徴収職員は、捜索を行った場合は、その状況を滞納整理兼指揮簿に記載しておくものとする。 

第９ 財産の差押え 

１ 差押えの決定 

(１) 交通指導課長は、滞納整理兼指揮簿による徴収職員からの指揮伺いを受けて、差押えを決

定するものとする。 

(２) 徴収職員は、差押えが決定された場合は、差押財産管理簿（別記様式第８号）に所要事項

を記載し、処理状況を明らかにしておくものとする。 

２ 差押財産の選択 

差押財産の選択は、滞納者の預貯金、給料等（以下「預貯金等」という。）の換価の必要がな

いもの又は換価の容易なもので滞納金に見合うものとする。 

３ 差押えの手続等 

(１) 徴収職員は、預貯金等の差押えを行うときは、債権差押調書（原本）（別記様式第９号）、

債権差押調書（謄本）（別記様式第10号）及び債権差押通知書（別記様式第11号）を作成し、

債権差押通知書を金融機関等の第三債務者に、債権差押調書（謄本）を滞納者に送達するもの

とする。 

(２) 徴収職員は、差し押さえた財産が有価証券等であった場合は、交通指導課長に速やかに引

き渡すとともに、差押財産出納簿（別記様式第12号）に記載し、その出納状況を明らかにして
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おくものとする。 

４ 差押えの解除 

(１) 差押解除の決定 

交通指導課長は、滞納整理兼指揮簿及び関係書類による徴収職員からの指揮伺いを受けて、

差押解除を決定するものとする。 

(２) 徴収職員は、滞納処分の執行が決定された場合は、滞納者、金融機関等の第三債務者及び

質権者等のうち判明している者に、差押解除通知書（別記様式第13号）を送達するものとする。 

５ 取立て 

(１) 徴収職員は、差し押さえた財産が預貯金等である場合は、速やかに取立てを行うものとす

る。 

(２) 徴収職員は、取立てを行った場合は、配当計算書（別記様式第14号）を作成し、その謄本

を滞納者に送達するものとする。 

６ 差押財産の換価 

(１) 交通指導課長は、滞納整理兼指揮簿及び関係書類による徴収職員からの指揮伺いを受けて、

差押財産の換価を決定するものとする。 

(２) 徴収職員は、差押財産の換価が決定された場合は、地方税の滞納処分の例により差押財産

の換価を行うものとする。 

第10 交付要求 

１ 交通指導課長は、交付要求をする場合は、強制換価手続を行った執行機関に交付要求書（別記

様式第15号）及び債権現在額申立書（別記様式第16号）を、滞納者及び質権者等のうち判明して

いる者に交付要求通知書（別記様式第17号）を送達するものとする。 

２ 交通指導課長は、交付要求を解除する場合は、当該執行機関、滞納者及び質権者等のうち判明

している者に、交付要求解除通知書（別記様式第18号）を送達するものとする。 

第11 滞納処分の執行停止 

１ 交通指導課長は、滞納整理兼指揮簿及び滞納処分執行停止決定書（別記様式第19号）による徴

収職員からの指揮伺いを受けて、次のいずれかに該当する事実があると認める場合は、滞納処分

執行停止を決定するものとする。 

(１) 滞納処分を執行できる財産がないとき。 

(２) 滞納処分を執行することによって、その生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。 

(３) その所在及び滞納処分を執行することができる財産が不明であるとき。 

２ 徴収職員は、滞納処分執行停止が決定された場合は、滞納処分執行停止通知書（別記様式第20

号）を滞納者に送達するものとする。 

第12 滞納処分の執行停止の取消し 

１ 交通指導課長は、滞納整理兼指揮簿及び滞納処分執行停止取消決定書（別記様式第21号）によ

る徴収職員からの指揮伺いを受けて、滞納処分の執行を停止した後、３年以内に停止事由が解消

したと認める場合は、滞納処分執行停止取消を決定するものとする。 

２ 徴収職員は、滞納処分執行停止取消が決定された場合は、滞納処分執行停止取消通知書（別記

様式第22号）を滞納者に送達するものとする。 

第13 不納欠損処理 

１ 交通指導課長は、次のいずれかに該当するときは、放置違反金を不納欠損するものとして総務

部会計課長（以下「会計課長」という。）に報告するものとする。 

(１) 時効により消滅したとき。 

(２) 滞納処分の執行停止をして３年を経過したとき。 

(３) 滞納処分の執行を停止した場合において、放置違反金を徴収することができないことが明

らかであるとき。 

２ 会計課長は、交通指導課長からの報告を受けて、不納欠損処理を行うものとする。 

 

 以下様式等省略 


